
⼀般社団法⼈⿅⾓⻘年会議所役員選任の⽅法に関する規定 
 

第１章  ⽬    的 
 
第１条 本規定は、本会議所定款第３１条により、本会議所の次年度の役員（理事⻑、副

理事⻑、専務理事、理事、監事）の選出の⽅法を定めたものである。 
 

第２章  理事⻑・監事選出委員および理事の選出のための選挙管理委員会 
 

第２条 理事⻑・監事の選出委員および理事を選挙もしくは指名により選出する。その選
挙および指名の管理および執⾏を⾏う機関として選挙管理委員会を置く。（以下
選挙管理委員会と称する） 

第３条 選挙管理委員会は、委員⻑１⼈、委員４⼈までの定員５⼈とし、委員⻑は理事の
うちから、委員は正会員のうちから当該年度理事⻑が理事会の承認を得て毎年６
⽉３０⽇までに各々指名により選出する。 

  ２ 委員の⽋員が⽣じたときは、その補⽋は前項に準じ理事⻑がこれを指名する。 
第４条 選挙管理委員会の任期は 4 ヶ⽉とする。ただし、理事会の決議により任期を延期

することができる。 
第５条 委員⻑は、選挙管理委員会の議事を整理し、委員会を代表して、選挙の管理及び

執⾏に関して責に任ずる。 
第６条 選挙管理委員会の議事は、全委員の総意でもってこれを決する。 
 

第３章  理事⻑・監事の選出委員会 
 
第７条 次年度の理事⻑及び監事を選出するために、理事⻑・監事選出委員会を置く。

（以下選出委員会と称する） 
第８条 選出委員会は、理事経験者２名以上によって組織され、委員⻑には当該年度理事

⻑がこれにあたる。ただし、委員⻑の指名により顧問を置くことができる。 
  ２ 理事会は選挙もしくは委員⻑の指名によって選出委員会を構成するかを定める。 
  ３ 選挙の場合は第９条以下の条⽂を⽤いて委員を任命し、指名の場合は委員⻑が⾃

らを含めた委員が 2 名以上になるよう、指名によって委員を任命する。 
第９条 第８条第２項第３項において選挙によって委員を任命する場合は、７⽉に理事

⻑・監事選出委員会選挙を実施し、同選挙おいて３⼈連記かつ無記名投票によっ
て選出する。 

第１０条 投票は有権者１⼈につき１票とし、選挙管理委員会⽴会のもとで選挙⼈が直接    
これを投票する。その⽇時・場所・⽅法・投票⽤紙については選挙管理委員会



がこれを指定する。 
   ２ やむを得ない事由により、投票⽇に直接投票できない有権者は、選挙管理委員

会の定めた⽅法により不在者投票をすることができる。 
第１１条 開票は、当該年度監事⽴会いのうえ、選挙管理委員会がこれを⾏わなければな

らない。 
第１２条 得票多数の上位者により順次選出委員会当選者とし、下位に同数得票があって

順位定まらざる場合には、当該年度監事⽴会いのもと選挙管理委員会の合議に
より決する。 

第１３条 選出委員会の選挙⼈は、当該年度６⽉３０⽇現在の正会員であり、被選挙⼈
は、当該年度理事および理事経験者、当該年度６⽉３０⽇現在において正会員
である者とする。ただし、理事⻑経験者は除く。 

第１４条 選挙管理委員会は、選挙⼈および被選挙⼈名簿を作成したうえ、７⽉の選出委
員会選挙執⾏⽇の前５⽇間本会議所の事務局に備え付けて正会員の縦覧に供し
なければならない。 

第１５条 前条名簿に著しい脱漏または誤載があった場合は、当該年度有権者において縦
覧期間に理由を記載し⽂書をもって、選挙管理委員会に異議を申し⽴てること
ができる。 

   ２ 異議申し⽴てがあった場合、委員会は速やかにこれを調査し、異議を認めた場
合は、選挙⼈名簿および被選挙⼈名簿への追加、あるいは更正を異議申⽴⽇よ
り５⽇以内にこれをなし、かつ遅滞なくその決定を告知しなければならない。
ただし、縦覧期間経過後の異議申⽴ては認めない。 

第１６条 選挙管理委員会は、被選挙⼈名簿を選挙執⾏⽇の３⽇前に到着するよう有権者
に交付もしくは送付しなければならない。 

 
第４章 理事⻑・監事の選出 

 
第１７条 選出委員会は、選出委員の総意により次年度の理事⻑および監事２⼈以上を選

出する。 
第１８条 前条によって選出された次年度の理事⻑および監事は、当該年度の６⽉３０⽇

現在において、正会員たることを要する。ただし、下記に掲げる者は被選挙⼈
となり得ない。 

（１） 会費の納⼊を著しく遅滞しているもの 
（２） 次年度において正会員の資格なきもの 
（３） 理事経験なきもの 
（４） 暴⼒団員不当⾏為防⽌法違反、傷害罪、暴⾏罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背

任罪、脱税に関する罪などで罰⾦以上の刑執⾏後 5 年以内のもの 



（５） 禁錮懲役の刑執⾏後５年以内のもの 
（６） 暴⼒団員でなくなってから５年以内のもの 
（７） 監事においては正会員でなくてもよい 

第１９条 選出委員会は、第１１条により選出された次年度の理事⻑・監事の⽒名を遅く
とも８⽉の定例理事会までに理事会に通知しなければならない。 

 
第５章 理 事 選 挙 

 
第２０条 次年度の理事（当該年度理事⻑を除く）のうち当該年度６⽉３０⽇現在におけ

る正会員の２０％（整数・切捨）の理事は、正会員の直接選挙により選出す
る。次年度の理事の数は、理事選挙当選者の確定する前までに、次年度理事⻑
予定者が決定する。 

第２１条 当該年度６⽉３０⽇現在の正会員は、次年度理事の選挙権を有する。ただし、
会費の納⼊を著しく遅滞しているものを除く。 

   ２ ただし、同⼀業界・団体の会員においては理事構成会員内の３分の１以下で構
成しなければならない。 

   ３ 親族理事は理事構成会員内の３分の１以下で構成しなければならない。 
第２２条 当該年度６⽉３０⽇現在の正会員、次年度理事の被選挙権を有する。ただし、

下記に掲げるものを除く。 
（１） 選出委員会において、次年度の理事⻑および監事に選出されたもの 
（２） 次年度において正会員の資格なきもの 
（３） 会費の納⼊を著しく遅滞しているもの 
（４） 前年度７⽉から当該年度６⽉までの出席率６０％以下のもの 
（５） 当該年度を含む理事⻑経験者 
（６） 暴⼒団員不当⾏為防⽌法違反、傷害罪、暴⾏罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背

任罪、脱税に関する罪などで罰⾦以上の刑執⾏後 5 年以内のもの 
（７） 禁錮懲役の刑執⾏後５年以内のもの 
（８） 暴⼒団員でなくなってから５年以内のもの 

第２３条 選挙管理委員会は、正会員の資格を調査し、選挙⼈および被選挙⼈の名簿を作
成したうえ、８⽉の理事選挙執⾏⽇の前５⽇間本会議所の事務局に備え付けて
正会員の縦覧に供しなければならない。 

第２４条 前条名簿に著しい脱漏または誤載があった場合は、当該年度有権者において縦
覧期間に理由を記載し⽂書をもって、選挙管理委員会に異議を申し⽴てること
ができる。 

第２５条 選挙管理委員会は、被選挙⼈名簿を選挙執⾏⽇の３⽇前までに到着するよう有
権者に交付もしくは送付しなければならない。かつこのときまでに、選出委員



会によって選出された次年度の理事⻑および監事の⽒名を有権者に通知するこ
とを要する。 

第２６条 投票は有権者１⼈につき１票、被選出者数の同数連記制とし、かつ無記名と
し、選挙管理委員会⽴会いのもとで選挙⼈が直接これを投票する。その⽇時・
場所・⽅法・投票⽤紙については選挙管理委員会がこれを指定する。 

   ２ やむを得ない事由により、投票⽇に直接投票できない有権者は、選挙管理委員
会の定めた⽅法により不在者投票をすることができる。 

第２７条 開票は、当該年度監事⽴会のうえ、選挙管理委員会がこれを⾏わなければなら
ない。 

第２８条 得票多数の上位者により順次理事当選者とし、下位に同数得票があって順位定
まらざる場合は、選挙管理委員会および当該年度監事⽴会のうえ当該得票者の
当選順位を当該年度理事⻑の抽選により決定する。 

第２９条 選挙管理委員会は当選者が確定したときは、遅滞なく当選者の⽒名を理事会お
よび正会員に通知しなければならない。 

 
第６章  理事および副理事⻑・専務理事の指名選出 

 
第３０条 次年度の理事⻑は、前章に定める理事選挙により、その当選者が確定した⽇か

ら総会前の理事会までに残りの理事を指名により選出する。次年度の理事⻑に
よって指名選出される理事は、当該年度の６⽉３０⽇現在における正会員たる
ことを要する。ただし、次の各号に掲げるものは、被指名⼈となり得ない。 

（１） 選出委員会において、監事に選出せられたもの 
（２） 第５章に定める理事選挙によって、当選が確定したもの 
（３） 次年度において、正会員の資格なきもの 
（４） 会費の納⼊を著しく遅滞しているもの 
（５） 暴⼒団員不当⾏為防⽌法違反、傷害罪、暴⾏罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背

任罪、脱税に関する罪などで罰⾦以上の刑執⾏後 5 年以内のもの 
（６） 禁錮懲役の刑執⾏後５年以内のもの 
（７） 暴⼒団員でなくなってから５年以内のもの 

第３１条 次年度の理事⻑は、前条の理事の指名選出後、ただちにこの選挙により選出さ
れた理事および指名により選出された理事の全員のなかから、次年度の副理事
⻑を１⼈以上５⼈以内および専務理事１⼈を指名により選出する。 

第３２条 次年度の理事⻑は、選出された次年度の理事及び副理事⻑・専務理事の⽒名を
当該年度中に開催される総会の前までに、理事会に通知しなければならない。 

 
第７章  通知・報告・承認 



 
第３３条 当該年度理事⻑は、本規定の定めるところによって選出された次年度の役員の

⽒名を速やかに全会員に通知しなければならない。 
第３４条 当該年度理事⻑は、当該年度中に開催される総会において、選出せられた次年

度の役員を改めて報告するとともに役員の選出に関する経過の概要を説明し、
総会の承認を得なければならない。 

 
第８章  役員の補充選任 

 
第３５条 本規定によって選出された役員に⽋員が⽣じ、その補充の必要が⽣じたとき

は、その⽋員役員が所属する年度の理事⻑が正会員の資格ある者より指名によ
って選出し、補充する。その指名選出は第３０条に準じて⾏うものとする。 

   ２ その所属する年度の理事⻑は、役員の補充選任が⾏われた以後、最初の総会に
おいて役員の選任に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければなら
ない。 

 
細     則 

 
第３６条 本規定の施⾏に関する細則は、理事会の決議をもって定める。 
 

附     則 
 

本規定は、1984 年 5 ⽉ 13 ⽇より施⾏する。ただし、第２２条（５）は、1985 年 5 ⽉ 13
⽇より施⾏する。 
本規定は、1986 年 1 ⽉ 19 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、1987 年 1 ⽉ 18 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、1988 年 1 ⽉ 17 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、1990 年 1 ⽉ 21 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、1991 年 1 ⽉ 15 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、1993 年 1 ⽉ 17 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、1997 年 9 ⽉ 16 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、2001 年 9 ⽉ 18 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、2004 年 9 ⽉ 21 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、2007 年 1 ⽉ 15 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、2009 年 7 ⽉ 8 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、2014 年 7 ⽉ 26 ⽇より⼀部改正する。 



本規定は、2023 年 9 ⽉ 16 ⽇より⼀部改正する。 
本規定は、2025 年 2 ⽉ 21 ⽇より⼀部改正する。 
 


